
お仕事終了から保険証発行までの流れ

＜申請書送付でお申込みの場合＞

任意継続は取
得できません

お仕事終了

派遣会社から組合へ喪失届が

保険証を派遣会社へご返却、
任意継続被保険者資格取得申請書に必要事項記入

※申請書用紙はホームページからダウンロードするか派遣会社から入手

組合へ任意継続被保険者資格取得申請書を送付
※お仕事終了日から２０日以内に組合必着（消印ではありません）

初回保険料のお振込

初回保険料未納のまま

納付期限経過

初回保険料のご入金確認

保険証の発行

ご本人様宛てに送付

派遣会社から組合へ資格喪失届が提
出され次第、保険料振込依頼書をご
本人様宛てに送付

保険料振込依頼書をご本人様宛てに送付

届いている 届いていない

◆ご本人様◆

◆ご本人様◆

◆ご本人様◆

送付先：〒１１２-００１３東京都文京区音羽２－１０－２　音羽ＮＳビル

人材派遣健康保険組合    適用グループ宛


